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2／社会保険あきた／元年12・２年１月 社会保険あきた／元年12・２年１月／3

秋田県社会保険協会からのお知らせ

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　会員事業所の皆様方には、お健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、当協会事業の運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　当協会は、社会保険制度が健全かつ安定的に運営されることを願い、県内各年金事務所や全国健
康保険協会秋田支部など、関連機関との一層の連携を図りながら、社会保険制度の普及・発展のた
めの広報活動をはじめ、各種事務講習会やセミナーの開催、被保険者とそのご家族の健康増進と福
利向上を図るための健康管理推進事業や福利厚生事業を積極的に推進しているところでございます。
　本年の干支は十二支のトップランナー「子」に巡ってまいりました。役職員一同、決意も新たに
各種事業の推進に努めて参る所存でございます。会員の皆様方のなお一層のご支援とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。　
　年頭にあたり、皆様方の益々のご発展とご活躍をご祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

令和２年元旦

一般財団法人秋田県社会保険協会

赤　上　信　弥

明けましておめでとうございます
　　皆様の益 の々ご健勝とご繁栄を心からお祈りいたします

全国健康保険協会秋田支部
支部長　中　田 　　博

日本年金機構　　　　　　　　　　　
秋田年金事務所 所長　茂　内　勇　人
鷹巣年金事務所 所長　石　川　圭　一
大曲年金事務所 所長　佐　藤　　　進
本荘年金事務所 所長　小　畑　吉　之

明けましておめでとうございます
　　皆様の益 の々ご健勝とご繁栄を心からお祈りいたします

全国健康保険協会秋田支部
支部長 中 田 　　博

日本年金機構　　　　　　　　　　　
秋田年金事務所 所長　茂　内　勇　人
鷹巣年金事務所 所長　石　川　圭　一
大曲年金事務所 所長　佐　藤　　　進
本荘年金事務所 所長　小　畑　吉　之

開　催　日　時 会　　　　　　場 申込期限 定　員

「講習会」参加申込書

開催日時と会場

社会保険事務担当者講習会のご案内

保険年金セミナー

ビジネスセミナー

説明内容（予定）

申込・問い合わせ先

 受講対象者

（一財）秋田県社会保険協会

 講　　　師 関　　徹 彌 氏

年金制度の基礎知識
「働き方改革関連法案」への各事業所の取り組み

参加費
無 料
参参参参加費
無 料無 料

※社内で回覧してください

年金給付の基礎知識と事務手続き
「働き方改革関連法」の重要ポイント
年年年年年年年年金金金金金金金金給給給給給給給給付付付付付付付付のののののののの基基基基基基基基礎礎礎礎礎礎礎礎知知知知知知知知識識識識識識識識とととととととと事事事事事事事事務務務務務務務務手手手手手手手手年金制度の基礎知識について年金制度の基礎知識について

参参参

「働働働働働ききききききき方方改改革革革革革革革革関関関関関関関関連連連連連連法法法法法法」」」」のののののの重重重重要要ポポポポポポポポイイイイイイイイポポ ンンンンンンンントトトトトトトト「働働働働働働働働きききき方方方方方方方改改改改改改改革革革革革革革革関関関関関関関関連連連連連連連連法法法法法法法法」」」」」」のの重重重重重重重要ポポポポポポポポ働き方改革と企業の取り組みについて働き方改革と企業の取り組みについて
年金制度の基礎知識について
働き方改革と企業の取り組みについて
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4／社会保険あきた／元年12・２年１月 社会保険あきた／元年12・２年１月／5

秋田県社会保険協会からのお知らせ

令和元年度

社会保険事業の功労者を表彰

渡　邉　佳　子　　秋田市：株式会社東北安全ガラス

児　玉　　　徹　　男鹿市：株式会社清水組

伊　嶋　　　司　　秋田市：秋田赤十字病院

淡　路　孝　也　　藤里町：地域型年金委員

山　田　照　雄　　鹿角市：株式会社山田商店

鳥　潟　浩　文　　大館市：株式会社伊徳

田　村　　　亨　　大仙市：ナガイ白衣工業株式会社

小笠原　幸　子　　大仙市：株式会社小笠原組

高　橋　　　隆　　湯沢市：株式会社高修興業

平　野　　　豊　　由利本荘市：秋北道路サービス株式会社

日本年金機構理事表彰

石　船　京　子　　秋田市：協同組合秋田市民市場

工　藤　雅　一　　大館市：株式会社北鹿新聞社

佐　藤　春　樹　　横手市：秋田渥美工業株式会社

菊　地　咲　男　　由利本荘市：菊地建設株式会社

日本年金機構理事長表彰

日本年金機構年金委員表彰 保　坂　はるみ　　秋田市：大進建設工業株式会社

工　藤　千　春　 大潟村：株式会社大潟村カントリーエレベーター公社

阿　部　恵　子　　鹿角市：医療法人春生会

長　崎　久美子　　鹿角市：医療法人恵愛会鹿角中央病院

鎌　田　幸　子　　横手市：株式会社クリマ

近　藤　真紀子　　湯沢市：株式会社和賀組

大　木　紀　子　　横手市：有限会社十文字光学

佐々木　美　幸　　にかほ市：株式会社板垣工業

全国健康保険協会秋田支部長表彰

石　黒　哲　子　　男鹿市：男鹿合同生コン株式会社

伊　藤　祐　子　　男鹿市：社会福祉法人若美さくら会

羽　賀　光　次　　大館市：有限会社羽賀興業

村　上　　　純　　羽後町：藤原建設工業有限会社

全国健康保険協会理事長表彰

全国健康保険協会健康保険委員表彰

（一財）秋田県社会保険協会長表彰

（一財）秋田県社会保険協会事業功労事業所表彰

厚生労働大臣表彰
年金委員功労者

石　川　一　枝 鹿角市：丸佐運送合資会社

健康保険委員功労者

内　田　清　隆　　鹿角市：関左官工業株式会社

おめでとうございます

株式会社フォーエバー 秋田市

秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田市

社会福祉法人大館感恩講 大館市

株式会社都亭 能代市

株式会社マルシメ 横手市

東京端一株式会社秋田事業所 大仙市

株式会社スダキ商事 由利本荘市

年金委員・健康保険委員研修会が開催されました
11月1５日、秋田県内で委嘱されている年金委員・健康保険委員を対象に、ホテルメトロ

ポリタン秋田において委員研修会が開催されました。研修会に先立ち、長年にわたり社会保
険事業の運営に功労のあった県内の事業主、年金委員・健康保険委員の方々に対し、厚生労
働大臣表彰を始めとする表彰状の伝達が行われました。
　栄えある受賞者は次のとおりです。（敬称は省略させていただきます）
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6／社会保険あきた／元年12・２年１月

日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／元年12・２年１月／7

「被保険者報酬月額変更届」の提出をお忘れなく 年 金 委 員 の 設 置 を お 願 い し ま す

令和元年分社会保険料（国民年金保険料）控除証明書 Q&A

随時改定 被保険者報酬月額変更届

届出が必要な人

添付書類

不要です。

全てに該当する

(注) 

※単に残業時間の増減により残業手当が変更となった場合は該当しません。

月額変更の対象となります

月
額
変
更
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

年金委員とは？

どんなことをするの？

設置するための手続き方法は？

事業主の皆さまへ

ご両親から
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10／社会保険あきた／元年12・２年１月 社会保険あきた／元年12・２年１月／11

秋田県社会保険協会からのお知らせ

国民年金保険料の納付猶予制度について

Ｑ 　現在、会社員の親と同居している40歳です。保険料の
納付が困難な状況となり、保険料免除申請をしましたが、
世帯主（親）の収入が一定以上あり、該当しませんでし
た。納付猶予制度があると聞きました。具体的にどのよ
うな制度でしょうか。

Ａ　　　　収入の減少や失業等により、国民年金保険料を納　　　められない場合があります。
　しかし、保険料を未納のままにしておくと、「老齢基礎
年金」や「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取る
ことができない場合があります。
　このような状況を防ぐため、保険料の納付を、免除又は
猶予する制度があります。
　免除制度は、世帯主・本人・配偶者それぞれの前年所得
が一定額以下の場合に、ご本人から申請いただき承認され
るのに対し、猶予制度は20歳から50歳未満の方で、本人
及び配偶者の前年所得を審査します。免除制度同様にご本
人から申請いただき承認されると保険料納付が猶予されま
す。
【承認の目安】
　前年所得≦（扶養親族等の数+1）×35万円+22万円
　猶予が申請できる期間は、翌年6月（1月～6月に申請し

たときは、その年の6月）分までですが、過去2年（申請
月の2年1か月前の月分）までさかのぼって申請すること
もできます。

納付猶予の承認を受けた期間は、受給資格期間に算入さ
れますが、老齢基礎年金の年金額の計算には反映されない
ため、保険料を全額納付したときに比べて、将来受け取る
年金額が少なくなります。
　10年以内の納付猶予期間は、後から保険料を納めるこ
とができます。承認を受けた期間の翌年度から数えて3年
度目以降に納める場合は当時の保険料額に一定額が加算さ
れます。
　納付猶予申請手続きはお住いの市区町村の国民年金窓ロ
やお近くの年金事務所でできます。
　なお、ご不明な点がございましたらお近くの年金事務所
までお問い合わせください。

 「年金シニアライフセミナー」を開催しました
　昨年は秋田会場において初の開催でしたが、今回（10月８日）は大仙市のグランドパレス川端を会場
に ２回目の開催となりました。50歳以上の被保険者とその配偶者を主な対象として、定年退職後の豊か
で・健康的かつ生きがいのあるシニアライフをお過ごしいただくためのセミナーとして、地元講師のほ
かに中央からも専門の講師を招いての開催となりました。
　各事業所において社会保険事務を担当されている方の参加も多く、定員を上回る参加をいただきまし
た。
　秋田県社会保険協会では、従来の各種制度等の説明会や研修会にプラスして、このような年金・健康
保険・生きがいづくり等に関する “これからの不安”の解消のお手伝いもしてまいります。
　令和２年度における開催はまだ未定ですが、開催する場合は当誌にてご案内しますので、その際には
全職員（特に50歳以上の方）に回覧・お知らせいただき、多くの方に参加いただきたいと思います。

〈年金シニアライフの主な内容〉

　※84円切手を貼り送付先を記載した返信用封筒を
必ず同封してください。

　詳しい内容及び申込方法は……
　　前回号（10・11月号）の５Pをご覧ください。

健康管理講座の募集 無料 「施設利用会員証」の交付と更新

「
初
戦
突
破
に
向
け
て
」秋田県

秋田市中通６－７－９
TEL018-831-6205
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第186回　健康診断について
　健康診断を実施することは事業所の義務であり、健康診断を受けることは従業員の義務です。さらに従業
員が50人以上いる場合は、労働基準監督署に報告義務があります。生活習慣病の重症化を防ぐためには、
早期発見・早期治療が重要です。今回は「健康診断」についてお伝えします。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問合せ先
休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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